
令和 ４ 年 第 １１ 回

色麻町農業委員会総会議事録

令和４年１１月２５日（金）



色麻町農業委員会議事録

令和４年１１月２５日、色麻町農業委員会を役場会議室に招集した。

・招集委員

議席 担 当 氏 名

１ 農 政 髙 橋 たえ子

２ 農 地 堀 籠 慶 浩

３ 農 地 鎌 田 一 宣

４ 農 政 早 坂 勝 一

５ 農 政 渡 義 彦

６ 農 政 齋 條 仁 美

７ 農 地 菅 原 敏 臣

８ 農 地 阿 部 きよ子

９ 農 地 大 泉 貞 行

１０ 農 政 早 坂 成 弘

１１ 農 政 畑 中 長 悦

１２ 堀 籠 勝 惠

・出席委員 １２名 ・欠席委員 ０名

・会議録書記 遠 藤 由 美 ・ 事務局長 髙 橋 康 起

議決事項 議案第２５号 農地法第３条の規定による許可決定について

議案第２６号 農用地利用集積計画（案）の意見決定について



議 長 皆様、大変ご苦労様です。

定刻でございますので、只今から始めたいと思います。

本日の出席委員は１２名でございます。

定足数に達しておりますので、第１１回色麻町農業委員会総会を開会い

たします。

議 長 それでは、色麻町農業委員会会議規則第２２条第３項の規定により、議

事録署名委員を私から指名させていただくことに、ご異議ございませんか。

【異議なしの声あり】

議 長 それでは、４番 早 坂 勝 一 委員、５番 渡 邊 義 彦 委員を指名いた

します。

議 長 議事に入る前に一言ご挨拶申し上げます。

・・・省略・・・

議 長 それでは議事に入ります。

議案第２５号、農地法第３条の規定による許可決定についてを議題と致

します。

事務局より議案の朗読と説明をお願いします。

事務局長 議案第２５号、農地法第３条の規定による許可決定について。

上記について下記のとおり農業委員会長あての許可申請書を受け付けた

ので審議されたい。

記書きについては、省略させていただきます。

議 長 番号１４番、事務局より議案の朗読と説明をお願いします。

〇ー〇 外１３筆、地目 田及び畑、地積３４，３４１㎡、適要につきまし

ては記載のとおりでございます。

〇〇 さんは、〇〇さんが元々お住まいだった町内の家を購入し、現在は

お住まいであります。当該農地に関しましては、〇〇さん所有のままだっ

たことから、正式に譲り受け、引き続き耕作目的で所有するものでありま

す。

議 長 内容の説明が終わりました。



議 長 現地調査の報告を１１番 畑 中 長 悦 委員よりお願いします。

畑中委員 それでは、番号１４番について、現地確認の報告をいたします。

去る、１１月１０日、担当委員 齋 條 仁 美 委員、堀 籠 会長、それに私と、

髙橋局長の４名で確認を行いました。

申請地の内容は、先ほど事務局が説明したとおりであります。

申請地の利用状況、管理状況などを確認して参り、適正に管理されておりまし

た。

私たちは何ら問題ないと見て参りましたので、委員各位のご審議をよろしくお

願い申し上げ報告といたします。

議 長 ご苦労様でした。調査報告が終わりました。ご発言いただきます。

大泉委員 総額〇〇万円、この金額になった経緯を教えていただきたい。

事務局長 お互いで決めている部分ではありますが、額面上は〇〇万円となっております

が、事務手続上の経費等これ以外の経費は、譲受人が負担していると伺っており

ます。

【異議なしの声あり】

議 長 異議なしの声がありますが、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお

願いします。

【全員挙手】

議 長 全員賛成ですので、番号１４番については、可と決しました。

議 長 番号１５番、事務局より議案の朗読と説明をお願いします。

事務局長 番号１５番 譲渡人 〇〇 さん、譲受人 〇〇 さん、申請地 大字手倉畑〇－〇

外１２筆、地目 田及び畑、地積２９，５８１㎡、適要につきましては記載のと

おりでございます。

当該農地は、〇〇 さんの同居の息子が仙台市内から通って耕作しておりまし

たが、数年前に体調を崩され、平成元年時点で当該農地を手放したい旨の相談を

当農業委員会では受けておりました。その後、地域の認定農業者等に話を持ちか

けておりましたが、中々いい返事はいただけていない状況でありました。

譲受人の 〇〇 さんは、昨年から本町にお住まいの義父の農業を手伝い、今年

になって認定農業者の認定を受け、更なる規模拡大を目指しておりましたが、義

父の所有する農地は既に権利が設定されているものが多かったことから新たな農

地を求めていたところで、両者の思惑が一致したものであります。



議 長 内容の説明が終わりました。

議 長 現地調査の報告を１１番 畑 中 長 悦 委員よりお願いします。

畑中委員 それでは、番号１５番について、現地確認の報告をいたします。

現地調査の日程及び担当委員ついては、番号１４番の報告と同様であり、申請

地の内容は、先ほど事務局が説明したとおりであります。

申請地の利用状況、管理状況などを確認して参り、適正に管理されておりまし

た。

私たちは何ら問題ないと見て参りましたので、委員各位のご審議をよろしくお

願い申し上げ報告といたします。

議 長 ご苦労様でした。調査報告が終わりました。ご発言いただきます。

【異議なしの声あり】

議 長 異議なしの声がありますが、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお

願いします。

【全員挙手】

議 長 全員賛成ですので、番号１５番については、可と決しました。

以上で、議案第２５号、農地法第３条の規定による許可決定については、原案

のとおり可と決しました。

議 長 議案第２６号、農用地利用集積計画（案）の意見決定についてを議題といたし

ます。

議 長 事務局より議案の朗読と説明をお願いします。

事務局長 議案第２６号 農用地利用集積計画（案）の意見決定について。

農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号)第１８条第１項の規定に

基づき、色麻町長より農業委員会の意見を求められたので審議されたい。

記書きについては、省略させていただきます。

議 長 お諮りいたします。

番号１５９番と番号１６０番は、農地中間管理事業による賃貸借であり、農用

地利用集積計画は、出し手から機構、機構から受け手への農地の貸借の権利が一

括で移動する形式をとっておりますので一括審議とし、採決は各番号ごとに行い

たいと思いますが、これにご意義ございませんか。



【異議なし】

議 長 異議なしですので、一括して審議を行います。

議 長 番号１５９番、番号１６０番、事務局より議案の朗読と説明をお願いします。

事務局長 番号１５９番、権利の種類 賃貸借、設定をする者 〇〇 さん、設定を受ける

者 宮城県農地中間管理機構 公益社団法人みやぎ農業振興公社 理事長 江 畑 正

徳 さん、設定をする土地の所在 大字新大原〇－〇 外２筆、地目 田、地積 ６，

１８１㎡、適要につきましては記載のとおりでございます。

番号１６０番、権利の種類 賃貸借、設定をする者 宮城県農地中間管理機構、

設定を受ける者 〇〇 さん、設定をする土地の所在等は同上で、適要につきまし

ては記載のとおりでございます。

設定理由といたしましては、所有者の労力不足等から、経営規模拡大を計画し

ている 〇〇 さんと新規に利用権の設定をするものでございます。

議 長 内容の説明が終わりました。

採決に入ります。番号１５９番についてご発言いただきます。

【異議なしの声あり】

議 長 異議なしの声がありますが、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお

願いします。

【全員挙手】

議 長 全員賛成ですので、番号１５９番は可と決しました。

議 長 続きまして、番号１６０番についてご発言いただきます。

【異議なしの声あり】

議 長 異議なしの声がありますが、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお

願いします。

【全員挙手】

議 長 全員賛成ですので、番号１６０番は可と決しました。

議 長 番号１６１番、事務局より議案の朗読と説明をお願いします。

事務局長 番号１６１番、権利の種類 賃貸借、設定をする者 〇〇 さん、設定を受ける

地積 １３，１１０㎡、適要につきましては記載のとおりでございます。

設定理由といたしましては、所有者の労力不足等から、地域の担い手である



〇〇 さんと新規に利用権を設定するものでございます。

議 長 内容の説明が終わりました。ご発言いただきます。

【異議なしの声あり】

議 長 異議なしの声がありますが、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお

願いします。

【全員挙手】

議 長 全員賛成ですので、番号１６１番は可と決しました。

議 長 番号１６２番、事務局より議案の朗読と説明をお願いします。

事務局長 番号１６２番、権利の種類 賃貸借、設定をする者 〇〇 さん、設定を受ける

者 〇〇 さん、設定をする土地の所在 黒沢字新望月〇ー〇 外１筆、地目 田、

地積 ５，８１９㎡、適要につきましては記載のとおりでございます。

設定理由といたしましては、所有者の労力不足等から、認定農業者である 〇

〇 さんと新規に利用権を設定するものでございます。

議 長 内容の説明が終わりました。ご発言いただきます。

【異議なしの声あり】

議 長 異議なしの声がありますが、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお

願いします。

【全員挙手】

議 長 全員賛成ですので、番号１６２番は可と決しました。

議 長 番号１６３番、事務局より議案の朗読と説明をお願いします。

事務局長 番号１６３番、権利の種類 賃貸借、設定をする者 〇〇 さん、設定を受ける

者 〇〇 さん、設定をする土地の所在 志津字鷹巣石渕〇－〇 外３筆、地目 田、

地積 ２１，２５１㎡、適要につきましては記載のとおりでございます。

設定理由といたしましては、所有者の労力不足等から、認定農業者である 〇

〇 さんと再度利用権を設定するものでございます。

議 長 内容の説明が終わりました。ご発言いただきます。

【異議なしの声あり】

議 長 異議なしの声がありますが、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお

願いします。

【全員挙手】



議 長 全員賛成ですので、番号１６３番は可と決しました。

議 長 番号１６４番、事務局より議案の朗読と説明をお願いします。

事務局長 番号１６４番、権利の種類 賃貸借、設定をする者 〇〇 さん、設定を受ける

者 〇〇 さん、設定をする土地の所在 志津字鷹巣石渕〇－〇、地目 田、地積

１２，５５２㎡、適要につきましては記載のとおりでございます。

設定理由といたしましては、所有者の労力不足等から、認定農業者である 〇

〇 さんと新規に利用権を設定するものでございます。

議 長 内容の説明が終わりました。ご発言いただきます。

【異議なしの声あり】

議 長 異議なしの声がありますが、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお

願いします。

【全員挙手】

議 長 全員賛成ですので、番号１６４番は可と決しました

議 長 番号１６５番、事務局より議案の朗読と説明をお願いします。

事務局長 番号１６５番、権利の種類 賃貸借、設定をする者 〇〇 さん、設定を受ける

者 〇〇さん、設定をする土地の所在 志津字新小田原〇ー〇 外６筆、地目 田、

地積 １８，３１８㎡、適要につきましては記載のとおりでございます。

設定理由といたしましては、所有者の労力不足等から、認定農業者である 〇

〇さんと再度利用権を設定するものでございます。

議 長 内容の説明が終わりました。ご発言いただきます。

【異議なしの声あり】

議 長 異議なしの声がありますが、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお

願いします。

【全員挙手】

議 長 全員賛成ですので、番号１６５番は可と決しました

議 長 番号１６６番、事務局より議案の朗読と説明をお願いします。

事務局長 番号１６６番、権利の種類 賃貸借、設定をする者 〇〇 さん、設定を受ける

者 〇〇 さん、設定をする土地の所在 志津字新小田原〇ー〇、地目 田、地積

２，８６５㎡、適要につきましては記載のとおりでございます。



設定理由といたしましては、所有者の労力不足等から、認定農業者である 〇

〇 さんと再度利用権を設定するものでございます。

議 長 内容の説明が終わりました。ご発言いただきます。

【異議なしの声あり】

議 長 異議なしの声がありますが、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお

願いします。

【全員挙手】

議 長 全員賛成ですので、番号１６６番は可と決しました

議 長 番号１６７番、事務局より議案の朗読と説明をお願いします。

事務局長 番号１６７番、権利の種類 賃貸借、設定をする者 〇〇 さん、設定を受ける

者 〇〇 さん、設定をする土地の所在 志津字新小田原〇－〇、地目 田、地積

１，４００㎡、適要につきましては記載のとおりでございます。

設定理由といたしましては、所有者の労力不足等から、認定農業者である 〇

〇 さんと再度利用権を設定するものでございます。

議 長 内容の説明が終わりました。ご発言いただきます。

【異議なしの声あり】

議 長 異議なしの声がありますが、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお

願いします。

【全員挙手】

議 長 全員賛成ですので、番号１６７番は可と決しました

議 長 番号１６８番、事務局より議案の朗読と説明をお願いします。

事務局長 番号１６８番、権利の種類 使用貸借、設定をする者 〇〇 さん、設定を受け

る者 〇〇 さん、設定をする土地の所在 高根字新松原〇ー〇 外８筆、地目 田、

地積 １８，０３２㎡、適要につきましては記載のとおりでございます。

設定理由といたしましては、所有者の労力不足等から、認定農業者である 〇

〇 さんと新規に利用権を設定するものでございます。

議 長 内容の説明が終わりました。ご発言いただきます。

早坂成弘 権利の種類、使用貸借、賃借料なしということですか。

委員



事務局長 はい。金額は発生していないということです。

畑中委員 農業委員会で使用貸借をかける必要があるのだろうか。

議 長 耕作者を守るためと土地改良区費の負担を明確にする事等から両者の合意のも

と農用地利用集積計画を作成するものです。

議 長 他にありませんか。

【異議なしの声あり】

議 長 異議なしの声がありますが、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお

願いします。

【全員挙手】

議 長 全員賛成ですので、番号１６８番は可と決しました

議 長 番号１６９番、事務局より議案の朗読と説明をお願いします。

事務局長 番号１６９番、権利の種類 賃貸借及び使用貸借、設定をする者 〇〇 さん、

設定を受ける者 〇〇 さん、設定をする土地の所在 高根字新松原〇－〇 外１０

筆、地目 田、地積 ２１，５０３㎡、適要につきましては記載のとおりでござい

ます。

設定理由といたしましては、所有者の労力不足等から、認定農業者である 〇

〇さんと新規に利用権を設定するものでございます。

議 長 内容の説明が終わりました。ご発言いただきます。

堀籠慶浩 賃貸借と使用貸借、両方ありますがどう理解すべきか。

委員

事務局長 水稲の箇所が賃借料が発生しています。牧草以外で１０アールあたり〇千円と

なります。

堀籠慶浩 それでは、作付する品目によって賃借料が発生しているところとないところが

委員 あるってことですね。

事務局長 積算はそのようなことですけど、総額としてならした上で〇万〇千円となるも

のです。



議 長 他にありませんか。

【異議なしの声あり】

議 長 異議なしの声がありますが、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお

願いします。

【全員挙手】

議 長 全員賛成ですので、番号１６９番は可と決しました

議 長 番号１７０番から番号１７５番は、〇〇 委員の同居の親族が関係する議事で

ありますので、農業委員会等に関する法律第３１条第１項の規定に基づく議事参

与の制限により、議事の審議終了まで退席していただきます。

議 長 番号１７０番、事務局より議案の朗読と説明をお願いします。

事務局長 番号１７０番、権利の種類 賃貸借、設定をする者 〇〇 さん、設定を受ける

者 〇〇 さん、設定をする土地の所在 清水字志田際〇ー〇 外４筆、地目 田、

地積 ３，７５７㎡、適要につきましては記載のとおりでございます。

設定理由といたしましては、所有者の労力不足等から、認定農業者である 〇

〇 さんと新規に利用権を設定するものでございます。

議 長 内容の説明が終わりました。ご発言いただきます。

【異議なしの声あり】

議 長 異議なしの声がありますが、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお

願いします。

【全員挙手】

議 長 全員賛成ですので、番号１７０番は可と決しました。

議 長 番号１７１番、事務局より議案の朗読と説明をお願いします。

事務局長 番号１７１番、権利の種類 賃貸借及び使用貸借、設定をする者 〇〇 さん、

設定を受ける者 〇〇 さん、設定をする土地の所在 清水字志田際〇ー〇 外１１

筆、地目 田、地積 ８，６６５㎡、適要につきましては記載のとおりでございま

す。

設定理由といたしましては、所有者の労力不足等から、認定農業者である 〇

〇 さんと新規に利用権を設定するものでございます。

議 長 内容の説明が終わりました。ご発言いただきます。



【異議なしの声あり】

議 長 異議なしの声がありますが、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお

願いします。

【全員挙手】

議 長 全員賛成ですので、番号１７１番は可と決しました。

議 長 番号１７２番、事務局より議案の朗読と説明をお願いします。

事務局長 番号１７２番、権利の種類 賃貸借、設定をする者 〇〇 さん、設定を受ける

者 〇〇 さん、設定をする土地の所在 清水字志田際〇ー〇 外１０筆、地目 田、

地積 ４，２９３㎡、適要につきましては記載のとおりでございます。

設定理由といたしましては、所有者の労力不足等から、認定農業者である 〇

〇 さんと新規に利用権を設定するものでございます。

議 長 内容の説明が終わりました。ご発言いただきます。

【異議なしの声あり】

議 長 異議なしの声がありますが、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお

願いします。

【全員挙手】

議 長 全員賛成ですので、番号１７２番は可と決しました。

議 長 番号１７３番、事務局より議案の朗読と説明をお願いします。

事務局長 番号１７３番、権利の種類 賃貸借及び使用貸借、設定をする者 〇〇 さん、

〇〇 さん、設定を受ける者 〇〇 さん、設定をする土地の所在 清水字志田際〇

ー〇 外１７筆、地目 田、地積 ２６，９４７㎡、適要につきましては記載のと

おりでございます。

設定理由といたしましては、所有者の労力不足等から、認定農業者である 〇

〇 さんと新規に利用権を設定するものでございます。

議 長 内容の説明が終わりました。ご発言いただきます。

【異議なしの声あり】

議 長 異議なしの声がありますが、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお

願いします。

【全員挙手】

議 長 全員賛成ですので、番号１７３番は可と決しました。



議 長 番号１７４番、事務局より議案の朗読と説明をお願いします。

事務局長 番号１７４番、権利の種類 賃貸借、設定をする者 〇〇さん、設定を受ける者

〇〇 さん、設定をする土地の所在 高根字新浜ノ沢〇ー〇 外１筆、地目 田、地

積 ５，６３７㎡、適要につきましては記載のとおりでございます。

設定理由といたしましては、所有者の労力不足等から、認定農業者である 〇

〇 さんと新規に利用権を設定するものでございます。

議 長 内容の説明が終わりました。ご発言いただきます。

【異議なしの声あり】

議 長 異議なしの声がありますが、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお

願いします。

【全員挙手】

議 長 全員賛成ですので、番号１７４番は可と決しました。

議 長 番号１７５番、事務局より議案の朗読と説明をお願いします。

事務局長 番号１７５番、権利の種類 使用貸借、設定をする者 〇〇 さん、設定を受け

る者 〇〇 さん、設定をする土地の所在 平沢字沼野山〇ー〇 外１筆、地目 田、

地積 ９，６２８㎡、適要につきましては記載のとおりでございます。

設定理由といたしましては、所有者の労力不足等から、認定農業者である 〇

〇 さんと新規に利用権を設定するものでございます。

議 長 内容の説明が終わりました。ご発言いただきます。

【異議なしの声あり】

議 長 異議なしの声がありますが、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお

願いします。

【全員挙手】

議 長 全員賛成ですので、番号１７５番は可と決しました。

【退席者着席後】

議 長 以上で、議案第２６号、農用地利用集積計画（案）の意見決定については、原

案のとおり可と決しました。

本日附議されました案件につきましては、以上であります。

第１１回 色麻町農業委員会総会を閉会いたします。



開会時刻：午前１０時００分

閉会時刻：午前１０時５２分

上記会議の顛末を記載し、相違ないことを証する。

令和４年１１月２５日

議 長（会長） 堀 籠 勝 惠 ㊞

署 名 委 員 早 坂 勝 一 ㊞

署 名 委 員 渡 邊 義 彦 ㊞


